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第１章第１章第１章第１章    計画策定の基本的な考え方計画策定の基本的な考え方計画策定の基本的な考え方計画策定の基本的な考え方    

１．１．１．１．計画策定の目的計画策定の目的計画策定の目的計画策定の目的    

子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなも

のにし、人生をより深く生きる力を身につけて行く上で欠くことのできないものです。 

本町では、国が平成１３年１２月に制定した「子どもの読書活動の推進に関する法律」及び

平成２０年３月に閣議決定した国の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の趣旨

に基づき、すべての子どもたちが、自主的に読書活動を行い、自由で楽しい読書を推進するた

めに、子どもの読書活動に関する総合的、計画的な施策の推進を目的として本計画を策定しま

す。 

 

２．２．２．２．子どもの読書活動の現状と課題子どもの読書活動の現状と課題子どもの読書活動の現状と課題子どもの読書活動の現状と課題    

本町では、平成１５年より小学校低学年対象に読み聞かせを行う「おはなしの会」を実施す

るとともに、読み聞かせ技術の向上を目的とした読み聞かせ講習会や乳幼児に読み聞かせを行

う「おひざにだっこの会」を開催し、読書活動の充実に力を入れてきました。小学校、中学校

での「朝読書」もその一環であり、児童生徒の読書活動は大きく前進しています。 

その他、本町における読書活動の現状は次のとおりです。 

 

（表１）保育所児童が（表１）保育所児童が（表１）保育所児童が（表１）保育所児童が本を好きな割合本を好きな割合本を好きな割合本を好きな割合（平成２２年度）（平成２２年度）（平成２２年度）（平成２２年度）    

52%

42%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

好き

どちらかといえば好き

どちらかといえばきらい

（子ども読書活動に関するアンケート：西会津町教育委員会） 

  ※保育所児童が本を好きな割合は、「好き」「どちらかといえば好き」を合わせて９割以上を

占めています。 

（表２）家庭で本を読んであげる割合（表２）家庭で本を読んであげる割合（表２）家庭で本を読んであげる割合（表２）家庭で本を読んであげる割合（平成２２年度）（平成２２年度）（平成２２年度）（平成２２年度）    

11%

23%

37%

21%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ほぼ毎日読んでいる

週に３回くらい

週に１回くらい

月に１～２回

ほとんど読んでいない

（子ども読書活動に関するアンケート：西会津町教育委員会） 

  ※家庭で本を読んであげる割合は、「週に１回くらい」以上読んであげる人は７割以上を占め

ています。 
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（表３（表３（表３（表３））））西会津町の西会津町の西会津町の西会津町の小・中学校の小・中学校の小・中学校の小・中学校の児童生徒の１児童生徒の１児童生徒の１児童生徒の１かかかか月あたりの読書冊数月あたりの読書冊数月あたりの読書冊数月あたりの読書冊数（平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）    

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

小学校平均冊数 10.4 13.5 7.1 4.2 3.6 4.5 6.9 

中学校平均冊数 3.0 1.9 1.6    2.2 

（「読書に関する調査」：福島県教育委員会より） 

※１か月の平均読書冊数は小学生で 6.9 冊、中学生が 2.2 冊となっています。 

 

 

（表（表（表（表４４４４））））西会津町の西会津町の西会津町の西会津町の１か月に１冊も本を読まなかった児童生徒の割合１か月に１冊も本を読まなかった児童生徒の割合１か月に１冊も本を読まなかった児童生徒の割合１か月に１冊も本を読まなかった児童生徒の割合（平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）    

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

小学校未読者割合 0.0% 0.0% 0.0% 13.2% 8.2% 1.4% 3.8% 

中学校未読者割合 0.0% 26.7% 25.5%    16.8% 

（「読書に関する調査」：福島県教育委員会より） 

  ※１ヵ月に１冊も本を読まなかった児童生徒の割合は、小学生で 3.8％、中学生が 16.8％と

なっています。 

 

 

（表５）小・中学校図書館図書の充足率（表５）小・中学校図書館図書の充足率（表５）小・中学校図書館図書の充足率（表５）小・中学校図書館図書の充足率（平成２２年３（平成２２年３（平成２２年３（平成２２年３月月月月３３３３１日現在）１日現在）１日現在）１日現在）    

 図書標準冊数（冊） 蔵書冊数（冊） 充足率（％） 

野沢小学校 ６，０４０ ５，９１５ ９７．９％ 

尾野本小学校 ５，０８０ ４，８９３ ９６．３％ 

群岡小学校 ４，５６０ ４，１５７ ９１．１％ 

新郷小学校 ３，５２０ ２，９７５ ８４．５％ 

奥川小学校 ３，５２０ ５，１６２ １４６．６％ 

西会津中学校 ９，０４０ １０，６７３ １１８．０％ 

（西会津中学校図書館調べ） 

※充足率が 100％を超えているのは、奥川小学校と西会津中学校です。 

 ※図書標準冊数とは、国が公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として、

平成５年３月に定めたものです。 

  ○標準冊数の計算式 

   ・野沢小学校（8学級）～5,080 冊＋480 冊×(学級数－6) 

   ・尾野本、群岡、新郷、奥川小学校（3～6 学級）～3,000 冊＋520 冊×(学級数－2) 

   ・西会津中学校（9 学級）～7,360 冊＋560 冊×(学級数－6) 
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（表６）西会津中学校図書館の利用者数・貸出冊数（表６）西会津中学校図書館の利用者数・貸出冊数（表６）西会津中学校図書館の利用者数・貸出冊数（表６）西会津中学校図書館の利用者数・貸出冊数    

小学生 中学生 一般  

貸出人数 貸出冊数 貸出人数 貸出冊数 貸出人数 貸出冊数 

平成 20 年度 477 1,730 456 743 1,844 6,061 

平成 21 年度 568 2,377 459 814 1,982 5,974 

 

団体 合計 

貸出人数 貸出冊数 貸出人数 貸出冊数 
来館者数 

144 1,882 2,921 10,416 11,325 

152 1,976 3,161 11,141 9,612 

（西会津中学校図書館調べ） 

※小・中学生は、貸出人数、貸出冊数とも増えています。 

 

３．計画の位置づけ３．計画の位置づけ３．計画の位置づけ３．計画の位置づけ    

西会津町子ども読書活動推進計画は、子どもの健やかな成長に資するため、地域全体で西会

津町の子どもの読書活動推進に努めるという基本理念のもとに、「西会津町総合計画」及び「福

島県子ども読書活動推進計画」、平成２０年３月１１日に閣議決定された国の「子どもの読書活

動の推進に関する基本的な計画」などと整合性を図りながら、子どもの読書活動を推進してい

きます。 

 

４４４４．．．．計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

平成２３年度から平成２７年度までの５年間とします。 

 

第２章第２章第２章第２章    基本方針基本方針基本方針基本方針    

１．１．１．１．子どもが読書に親しむ機会の提供と充実子どもが読書に親しむ機会の提供と充実子どもが読書に親しむ機会の提供と充実子どもが読書に親しむ機会の提供と充実    

子どもがいつでもどこでも読書を楽しむ時間を持ち、読書が日常の習慣となるために、本に

親しめる機会を家庭・学校・図書館が連携を取りながら提供することが大切です。 

そのために、乳幼児期は家庭と保育所が、小中学校期は家庭と学校が主となり子どもが本に

親しむ機会の提供に努めます。 

また、中学校図書館が今まで実施してきた「おはなしの会」等は、読み聞かせボランティア

と連携しながら充実を図ります。 

 

２．２．２．２．子どもの読書環境の充実子どもの読書環境の充実子どもの読書環境の充実子どもの読書環境の充実    

子どもに「読みたい」という意欲を起こさせるような本を身近に整備する読書環境づくりに

努めるとともに、すべての子どもが、いつでも、どこでも、必要な本と接することができる環

境づくりを目指します。 

また、調べ学習や総合的な学習の時間への対応を図るため、調べ学習用資料の充実に努めま

す。 
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３．３．３．３．子どもの読書活動子どもの読書活動子どもの読書活動子どもの読書活動へへへへの理解の促進の理解の促進の理解の促進の理解の促進    

地域全体で子どもの読書活動を推進するためには、図書館からより多くの情報を発信するな

ど、子どもたちが読書に関心を持つよう取り組みます。 

また、地域の皆さんに子どもの読書活動の大切さを理解していただくため、広報、啓発に努

めます。 

 

第３章第３章第３章第３章    子ども読書活動推進のための子ども読書活動推進のための子ども読書活動推進のための子ども読書活動推進のための方策方策方策方策    

１．１．１．１．家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける読書活動の推進読書活動の推進読書活動の推進読書活動の推進    

家庭は、子どもが最初に本と出合い、読書に親しむ習慣を身につける最初の場です。 

現在、町では「図書館だより」を発行し、新刊を紹介するなど子どもが読書に興味を持つよ

う努めています。 

また、児童生徒の保護者を対象に読み聞かせの講座を開催し、子どもに一番近い存在である

保護者に読み聞かせや読書の大切さについて広く普及を図っています。 

今後は、さらに家庭が子どもの読書に親しむ習慣を身につける場となるよう努めます。 

   

○引き続き「図書館だより」を発行し、新刊紹介や推薦本の紹介だけでなく、読み聞かせや 

読書の大切さも呼びかけます。 

○保護者を対象とした読み聞かせ講座の実施をさらに推進します。 

○発達段階に応じたブックリストを作成し配布します。 

○子育てサークルと連携し、乳幼児に読み聞かせを行う「おひざにだっこの会」の実施をさ

らに推進します。 

 

２．２．２．２．図書館図書館図書館図書館における読書活動の推進における読書活動の推進における読書活動の推進における読書活動の推進    

図書館は、乳幼児から高齢者の方まで、各年代の人たちに幅広く資料・情報を提供するとこ

ろです。 

現在、西会津中学校図書館では月１回の割合で「図書館だより」を発行するとともに、町ケ

ーブルテレビで新刊を紹介するなどして情報発信をしています。 

また、図書館における読書活動を推進するため、随時話題の図書や新刊を購入し、蔵書の充

実に努めています。 

今後は、読書や読み聞かせの大切さなどの情報を積極的に発信していくとともに、図書や資

料の整備・充実にさらに努めます。 

   

○西会津中学校図書館と小学校図書館の連携をさらに推進します。 

○西会津中学校図書館で整備されていない図書や資料については、県立図書館の移動図書館

や相互貸借を活用し利用者に提供します。 

○地域の昔話を聞かせる「おはなしの会」の開催をさらに推進します。 

○読み聞かせ講座を開催するなど、引き続き読書ボランティア団体の活動を支援します。 
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３．３．３．３．学校学校学校学校等等等等における読書活動の推進における読書活動の推進における読書活動の推進における読書活動の推進    

((((１１１１))))保育所保育所保育所保育所    

保育所は、幼児期に様々な絵本との出会いを通して子どもの豊かな心や、創造力を育むこ

とを目指しており、絵本や紙芝居等を活用し読み聞かせを実施しています。 

今後は、保育所児童が絵本にふれあう機会をより多く設け、楽しく興味を持つよう努めて

いきます。 

また、保護者に読み聞かせの大切さや意義を広く伝えていくことが課題です。 

   

  ○大型絵本を活用し保育所児童への読み聞かせをさらに推進します。 

○保護者が集まる機会に読み聞かせ講座等を実施するよう努めます。 

○読み聞かせ講座等を実施して保育士の読み聞かせ技術向上に努めます。 

 

((((２２２２))))学校学校学校学校    

子どもの読書習慣を形成していく上で、学校は大きな役割を担っています。 

現在、町では小学校低学年を対象にボランティアの方が読み聞かせを行う「おはなしの会」

を実施していますが、さらなるボランティアの養成が課題となっています。 

西会津中学校では、図書館を利用し各種授業に積極的に活用しています。 

また、各学校とも「朝読書」の実施により西会津中学校図書館の利用が増加しています。 

   

○「おはなしの会」は放課後子ども教室と連携を図りながら実施するよう努めます。 

○調べ学習用資料のさらなる充実を図ります。 

○各種推薦図書を紹介し、児童生徒の読書活動のさらなる推進を図ります。 

 

第４章第４章第４章第４章    関係機関との関係機関との関係機関との関係機関との連携連携連携連携    

子どもの読書環境の整備と支援に関しては、本計画を効果的に推進していくために、県教育

委員会や県立図書館及び他市町村等の関係機関との連携を推進します。 

 

 

第５章第５章第５章第５章    啓発・広報啓発・広報啓発・広報啓発・広報    

子どもの読書活動を推進するため、「図書館だより」「町ケーブルテレビ」等を活用し、読書

活動の意義や重要性について啓発・広報に努めます。 
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第６章第６章第６章第６章    数値目標数値目標数値目標数値目標    

 この計画を推進し、その状況を把握し、今後の活動の指針とする目標として、以下の数値目標

を設定します。 

 

１．児童・生徒の１ヵ月あたりの平均読書冊数 

 

 

現 状 値 

（平成２１年） 

目 標 値 

（平成２７年） 

小学生児童 ６．９冊 ９冊 

中学生生徒 ２．２冊 ３冊 

 

２．１か月に１冊も本を読まない児童・生徒の割合 

 

 

現 状 値 

（平成２１年） 

目 標 値 

（平成２７年） 

小学生児童 ３．８％ ０％ 

中学生生徒 １６．８％ ８％ 
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資料資料資料資料                子どもの読書活動の推進に関する法律子どもの読書活動の推進に関する法律子どもの読書活動の推進に関する法律子どもの読書活動の推進に関する法律    

（平成十三年十二月十二日法律第百五十四号） 

 

（目的）（目的）（目的）（目的）    

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共

団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定める

ことにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子ど

もの健やかな成長に資することを目的とする。 

 

（基本理念）（基本理念）（基本理念）（基本理念）    

第二条 子ども（おおむね一八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉を

学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に

付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機

会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環

境の整備が推進されなければならない。 

 

（国の責務）（国の責務）（国の責務）（国の責務）    

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の推

進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務）（地方公共団体の責務）（地方公共団体の責務）（地方公共団体の責務）    

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま

え、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（事業者の努力）（事業者の努力）（事業者の努力）（事業者の努力）    

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動

が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 

 

（保護者の（保護者の（保護者の（保護者の役割）役割）役割）役割）    

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的

な役割を果たすものとする 

 

（関係機関等との連携強化）（関係機関等との連携強化）（関係機関等との連携強化）（関係機関等との連携強化）    

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、

学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努める

ものとする。 
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（子ども読書活動推進基本計画）（子ども読書活動推進基本計画）（子ども読書活動推進基本計画）（子ども読書活動推進基本計画）    

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」という。）

を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定した時は、遅滞なく、これを国会に報告すると

ともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

 

（都道府県子ども読書活動推進計画等）（都道府県子ども読書活動推進計画等）（都道府県子ども読書活動推進計画等）（都道府県子ども読書活動推進計画等）    

第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけ

る子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進

に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定する

よう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されてい

るときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とする

とともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村におけ

る子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計

画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計

画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更

について準用する。 

 

（子ども読書の日）（子ども読書の日）（子ども読書の日）（子ども読書の日）    

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積

極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけれ

ばならない。 

 

（（（（財政上財政上財政上財政上のののの措措措措置等）置等）置等）置等）    

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

    附附附附    則則則則    

 この法律は、公布の日から施行する。 
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